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観
光
用
駐
車
場

駐
輪
場

1
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5
～
1
9
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蔵
　
町

弁
財
天

き
の
く
に
信
用
金
庫

観
光
用
駐
車
場

ま
つ
り
会
場

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
停
留
所

広
川
町
民
体
育
館

耐
久
高有
田
湯
浅
警
察
署

湯
浅

ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

御

7
月

日
土

1
7
:0
0～
2
2
:0
01
8
:3
0～
2
1
:3
0 1
9
:0
0
～
2
1
:3
0

1
8
:3
0～
2
2
:0
0

ま
つ
り

本
部

な
ぎ
広
場

な
ぎ
公
園

駐
停
車
禁
止

田・原栖至

有
料 P

◎
現
場
の
警
察
官
や
交
通
整
理
員
の
誘
導
に
し
た
が
っ
て
く
だ
さ
い
。 顯
國
神
社

顯
國
神
社
前

通
行
止
め
時
間
内
は
区
間
内
に
お
住
ま
い
の
方
で
も
お
車
で
の
通
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

住
民
の
方
々
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

7

海
上
交
通
等
の

お
願
い

◎
船
舶
を
使
用
し
た
海
上
か
ら
の
花
火
見
学
は
、自
粛
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
  乗
船
者
は
、救
命
胴
衣
を
着
用
し
、安
全
な
場
所
に
位
置
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 周
囲
の
見
張
り
を
厳
守
し
、付
近
の
船
舶
と
十
分
な
船
間
距
離
を
保
ち
、衝
突
事
故
な
ど
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
安
全
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 定
員
の
厳
守
を
徹
底
し
、か
つ
、小
型
船
舶
検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
船
舶
に
乗
客
を
乗
船
さ
せ
な
い
よ
う
法
令
を
遵
守
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 小
型
船
舶
遵
守
事
項
を
遵
守
し
、船
長
は
飲
酒
せ
ず
、自
己
操
縦
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 事
故
発
生
時
は
直
ち
に
最
寄
の
海
上
保
安
部
署
、又
は
１１
８
番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 花
火
大
会
終
了
後
は
、我
先
に
帰
港
し
よ
う
と
せ
ず
安
全
な
速
力
で
航
行
す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

 ・
 航
泊
禁
止
区
域（
打
ち
上
げ
場
所
か
ら
半
径
3
4
0
ｍ
）に
は
、警
戒
船
を
配
備
し
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
区
域
に
は
侵
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

湯
浅
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

P
5

P
4

P
5

な
ぎ
の
里
球
場

P
6

P
8

P
5

P
1

P
6

P
7

P
7
町
民
多
目
的
広
場

P
8
湯
浅
町
役
場

湯
浅
町
役
場

↓
   
   
↑

町
民
多
目
的
広
場

↓
   
   
↑

な
ぎ
の
里
球
場

↓
　
　
↑

湯
浅
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

↓
　
　
↑
　
　
　
　

観
光
用
駐
車
場

（
ま
つ
り
会
場

最
寄
り
停
留
所
）

時
間
・
規
制
等
は
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

最
新
情
報
は

湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

当
日
は
、大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

お
車
で
の
お
越
し
は
で
き
る
だ
け
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

立
入

禁
止

シ
ャ
ト
ル
バ
ス

運
行
時
間：
17
：0
0～
22
：0
0

至 和 歌 山




